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令和６年度日本農業遺産の認定を行う地域の決定について 
 

 

 

 

 

 

 

１．概要 

日本農業遺産とは、我が国において特徴的かつ伝統的な農林水産業を営む地域を認定す

る制度です。 

この度、農林水産省は、令和６年 12 月 24 日（火）に行った世界農業遺産等専門家会議

の評価を踏まえ、日本農業遺産の認定を行う地域を決定しました。 

このうち、沖縄総合事務局管内では、以下の１地域が認定されました。 

 

２．日本農業遺産に認定された地域 

沖縄県多良間（たらま）地域 

琉球王国時代の「抱護（ポーグ）」が育む多良間島の持続的島嶼農業システム 

 

３．今後の予定 

・令和７年２月 28 日（金）に農林水産省講堂で日本農業遺産認定証授与式が行われる予

定です。 

・世界農業遺産への認定申請に係る承認及び日本農業遺産の認定に関する次回募集は、令

和８年（2026 年）を予定しています。 

 

４．添付資料 

・新たに日本農業遺産の認定を行う地域の概要 

・新規認定地域ポスター 

 

 

 

 
 

〔お問合せ先〕 

沖縄総合事務局 農林水産部 

農村振興課 

担 当：末吉、石垣 

TEL：098-866-1652、FAX：098-860-1194 

農林水産省は、令和６年 12 月 24 日（火）に行った世界農業遺産等専門家会議の評価

結果を踏まえ、日本農業遺産の認定を行う地域を決定しました。 

このうち、沖縄総合事務局管内からは沖縄県多良間地域が日本農業遺産に認定されま

した。 






